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(57)【要約】
【課題】排気の温度低下を抑制できる過給機を提供する
。
【解決手段】過給機は、タービンハウジング１５の排気
入口部１７に、同排気入口部１７の内周面から少なくと
も一部が離間した状態で同内周面を覆う管状部材２９を
備える。こうした過給機では、排気入口部１７に、ター
ビン室に通じるスクロール通路２５の入口であるスクロ
ールポート２７と、タービン室を迂回して出口室２６に
連通するバイパスポート２８とが設けられ、この排気入
口部１７には、タービンハウジング１５の外側から管状
部材２９が挿入される。管状部材２９は、その内部に形
成された通路が排気の流れ方向下流側で２つの分岐通路
に分岐し、一方の分岐通路がスクロールポート２７に、
他方の分岐通路がバイパスポート２８に接続され、管状
部材２９におけるバイパスポート２８に接続される分岐
通路を形成するバイパスポート側分岐管３１の少なくと
も一部は排気入口部１７の内周面から離間している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンハウジングのうち同タービンハウジングよりも排気の流れ方向上流側に位置す
る上流側排気系部材と接続される排気入口部に、同排気入口部の内周面から少なくとも一
部が離間した状態で同内周面を覆う管状部材が設けられた過給機であって、
　前記排気入口部は、タービン室に通じるスクロール通路の入口であるスクロールポート
と、前記タービン室を迂回して同タービン室よりも排気の流れ方向下流側の部分に連通す
るバイパスポートとを備え、
　前記排気入口部には、前記タービンハウジングの外側から前記管状部材が挿入され
　前記管状部材は、その内部に形成された通路が排気の流れ方向下流側で２つの分岐通路
に分岐し、一方の分岐通路が前記スクロールポートに、他方の分岐通路が前記バイパスポ
ートに接続され、
　前記バイパスポートに接続される分岐通路を形成している前記管状部材の管壁の少なく
とも一部は前記排気入口部の内周面から離間している
　過給機。
【請求項２】
　前記排気入口部の内部に形成される空間は、排気の流れ方向に垂直な面における断面積
が排気の流れ方向上流側ほど大きくなっている
　請求項１に記載の過給機。
【請求項３】
　前記管状部材は、排気の流れ方向下流側の部分が２つの分岐管に分岐した二股形状であ
り、一方の分岐管に形成された分岐通路が前記スクロールポートに、他方の分岐管に形成
された分岐通路が前記バイパスポートに接続され、
　前記管状部材において各分岐管よりも排気の流れ方向上流側に位置する部分を上流管と
したとき、前記バイパスポートに接続される分岐通路が形成された分岐管が、前記上流管
よりも前記バイパスポート側に突出し、
　前記バイパスポートに接続される分岐通路が形成された分岐管の外周面、前記上流管の
外周面、及び前記排気入口部の内周面によって区画された中空部が設けられている
　請求項１または２に記載の過給機。
【請求項４】
　前記管状部材は、前記上流側排気系部材に固定される
　請求項１～３のいずれか一項に記載の過給機。
【請求項５】
　前記管状部材における排気の流れ方向上流側の端部には挿通孔が設けられたフランジが
形成され、
　前記管状部材は、前記中空部側から前記挿通孔に挿通されたボルトによって前記上流側
排気系部材に締結されている
　請求項３に記載の過給機。
【請求項６】
　前記管状部材は、前記上流側排気系部材と一体に形成される
　請求項１～３のいずれか一項に記載の過給機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関に設けられる過給機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　過給機は、タービンホイールを排気により回転させることによってコンプレッサホイー
ルを回転させ、吸気を過給する。しかしながら、排気がタービンホイールに達する前に排
気の熱がタービンハウジングにより奪われて排気の温度が低下すると、タービンホイール
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の駆動量が減少して過給機の過給効果が薄れてしまうおそれがある。また、排気の温度が
低下することによって機関始動後の触媒の暖機が遅れるおそれもある。なお、近年、ター
ビンハウジングの過熱を抑制するために水冷式の過給機が実用化されているが、こうした
過給機では冷却水が受けた熱の一部をラジエターから大気に放出しているため、排気から
タービンハウジングに移動した熱量が多くなるほど冷却水を通じて大気に放出される熱量
が増大し、エンジンの冷却損失が増大することとなる。
【０００３】
　そこで、特許文献１に記載の過給機では、タービンハウジングにおいて排気が流入する
入口部に同入口部の内周面を覆う管状部材を設けて、タービンハウジングの入口部の内周
面と排気とが直接接触することを抑制するようにしている。また、管状部材とタービンハ
ウジングとの間に隙間を形成することで管状部材とタービンハウジングとの間に断熱空間
を設けるようにしている。これにより、タービンハウジングに奪われる熱量を減少させて
排気の温度低下を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１３‐５０９５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、タービンハウジングには、タービンホイールを迂回して排気を流すためのバ
イパス通路が設けられている。バイパス通路には、ウェイストゲートバルブが設けられて
おり、このウェイストゲートバルブの開弁量や開弁時間を調節することで、バイパス通路
を通過する排気の量、すなわち、タービンホイールを迂回して流れる排気の量が調節され
てタービンホイールの駆動量が制御される。
【０００６】
　特許文献１に記載の過給機では、タービンハウジングの入口部には管状部材が設けられ
ているものの、バイパス通路には管状部材が設けられていない。このため、バイパス通路
の壁面を通じて排気の熱がタービンハウジングに奪われてしまい、排気の温度低下を十分
に抑制することができなくなるおそれがある。
【０００７】
　本発明は、こうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、排気の温度低下を
抑制できる過給機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための過給機は、タービンハウジングのうち同タービンハウジング
よりも排気の流れ方向上流側に位置する上流側排気系部材と接続される排気入口部に、同
排気入口部の内周面から少なくとも一部が離間した状態で同内周面を覆う管状部材が設け
られている。こうした過給機では、排気入口部に、タービン室に通じるスクロール通路の
入口であるスクロールポートと、タービン室を迂回して同タービン室よりも排気の流れ方
向下流側の部分に連通するバイパスポートとが設けられ、この排気入口部には、タービン
ハウジングの外側から管状部材が挿入される。管状部材は、その内部に形成された通路が
排気の流れ方向下流側で２つの分岐通路に分岐し、一方の分岐通路がスクロールポートに
、他方の分岐通路がバイパスポートに接続され、バイパスポートに接続される分岐通路を
形成している管状部材の管壁の少なくとも一部は排気入口部の内周面から離間している。
【０００９】
　上記構成によれば、タービンハウジングに挿入された管状の管状部材によって排気をス
クロール通路に導く排気主通路とタービン室を迂回するバイパス通路とが構成される。こ
のため、排気主通路及びバイパス通路を通過する排気がタービンハウジングに直接接触す
ることが抑制される。また、タービンハウジングの排気入口部に、同排気入口部の内周面
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から少なくとも一部が離間した状態で管状部材が設けられているため、同管状部材とター
ビンハウジングとの間には隙間が形成される。このため、この隙間が断熱空間として機能
して管状部材からタービンハウジングへの入熱が抑制される。したがって、上記構成によ
れば、排気主通路を通じたタービンハウジングへの放熱に加えて、バイパス通路を通じた
タービンハウジングへの放熱を抑制することができるようになり、タービンハウジングに
より奪われる排気の熱量を減少させて排気の温度低下を抑制できる。
【００１０】
　また、排気入口部には、管状部材がタービンハウジングの外側から挿入される。このた
め、タービンハウジングを分割することなく管状部材を配設することができ、過給機の組
み立てが容易になる。
【００１１】
　また、上記過給機では、排気入口部の内部に形成される空間は、排気の流れ方向に垂直
な面における断面積が排気の流れ方向上流側ほど大きくなっていることが望ましい。
　上記構成によれば、管状部材を排気入口部に挿入する過程においてタービンハウジング
と管状部材とがぶつかりにくくなるため、タービンハウジングに管状部材を容易に挿入す
ることができるようになる。
【００１２】
　また、上記過給機では、管状部材は、排気の流れ方向下流側の部分が２つの分岐管に分
岐した二股形状であり、一方の分岐管に形成された分岐通路がスクロールポートに、他方
の分岐管に形成された分岐通路がバイパスポートに接続され、管状部材において各分岐管
よりも排気の流れ方向上流側に位置する部分を上流管としたとき、管状部材は、バイパス
ポートに接続される分岐通路が形成された分岐管が、上流管よりもバイパスポート側に突
出し、バイパスポートに接続される分岐通路が形成された分岐管の外周面、上流管の外周
面、及び排気入口部の内周面によって区画された中空部を設けることが望ましい。
【００１３】
　上記構成では、バイパス通路の外周に中空部が形成されるため、中空部が断熱空間とし
て機能し、このバイパス通路を通過する排気の温度低下を好適に抑制することができる。
また、上記構成のように、管状部材は、バイパスポートに接続される分岐通路が形成され
た分岐管が、上流管よりもバイパスポート側に突出した形状であるため、タービンハウジ
ングに管状部材を挿入することによって容易に中空部を形成することができる。
【００１４】
　また、上記過給機では、管状部材を、上流側排気系部材に固定することが望ましい。
　タービンハウジングに直接管状部材を固定する場合には、管状部材とタービンハウジン
グとが接触することになるため、この接触している部分を介して管状部材の熱がタービン
ハウジングに伝達される。
【００１５】
　この点、上記構成によれば、タービンハウジングの排気の流れ方向上流側に配設される
排気マニホールドやシリンダヘッドなどの上流側排気系部材、すなわち、タービンハウジ
ングとは別の部材に管状部材が固定されるようになる。そのため、管状部材とタービンハ
ウジングとが直接接触しなくなり、管状部材からタービンハウジングへの熱の伝達を抑制
して、排気の温度低下を更に抑制できる。
【００１６】
　また、上記過給機では、管状部材における排気の流れ方向上流側の端部に挿通孔が設け
られたフランジを形成し、管状部材を、中空部側から挿通孔に挿通されたボルトによって
上流側排気系部材に締結することが望ましい。
【００１７】
　上記構成によれば、中空部にボルトの頭部が収容されることになるため、タービンハウ
ジングにボルトの頭部を収容する空間を別途設ける必要がない。そのため、過給機の小型
化を図ることができるようになる。
【００１８】
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　また、管状部材を固定するための挿通孔が排気の通路を構成する管状部材の管壁から離
れたフランジに配設されているため、排気の熱によるボルトの過熱も抑制できる。このた
め、ボルトの熱膨張による緩みを抑制することができる。
【００１９】
　また、上記過給機では、管状部材を上流側排気系部材に固定するのではなく、管状部材
を上流側排気系部材と一体に形成するようにしてもよい。
　上記構成では、上流側排気系部材に管状部材が一体に形成されるため、管状部材を固定
するために、管状部材とタービンハウジングとを接触させる必要がなく、管状部材からタ
ービンハウジングへの熱の伝達を抑制することができる。したがって、排気の温度低下を
更に抑制できるようになる。
【００２０】
　また、管状部材を上流側排気系部材とは別の部材として製造する場合に比べて部品点数
が減少する。したがって、過給機の組み立て工程や製造工数を削減することができ、過給
機の製造が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施形態の過給機が内燃機関に組み付けられた状態を模式的に示す斜視図
。
【図２】図１の矢印２で示す線に沿った断面図。
【図３】図１の矢印３で示す線に沿った断面図。
【図４】同実施形態の過給機内の排気の流れを模式的に示す断面図。
【図５】第２の実施形態の過給機の構成を示す断面図。
【図６】同実施形態の過給機の内燃機関への組み付け態様を示す斜視図。
【図７】過給機の他の例の構成を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（第１の実施形態）
　以下、過給機の第１の実施形態について、図１～図４を参照して説明する。
　図１に示すように、内燃機関には、シリンダヘッド１０とシリンダブロック１１が設け
られている。シリンダヘッド１０及びシリンダブロック１１の内部には、燃焼室１２が設
けられている。燃焼室１２には、燃焼室１２内の排気を排出するための排気マニホールド
１３が接続されている。排気マニホールド１３は、シリンダヘッド１０に一体に形成され
ている。
【００２３】
　シリンダヘッド１０に設けられた排気マニホールド１３の出口部１４には、過給機のタ
ービンハウジング１５がボルトによって締結されている。また、タービンハウジング１５
の排気流れ方向の下流側の端部には、排気管１６が接続されている。このため、燃焼室１
２から排気マニホールド１３に排出された排気は、タービンハウジング１５を通じて排気
管１６へ流れる。なお、シリンダヘッド１０がタービンハウジング１５よりも排気流れ方
向上流側に位置する上流側排気系部材に相当する。また、以下では、排気の流れ方向の上
流側を単に排気上流側とし、排気の流れ方向の下流側を単に排気下流側とする。
【００２４】
　次に、図２及び図３を参照して、過給機の構成について詳細に説明する。
　図２に示すように、タービンハウジング１５には、シリンダヘッド１０に接続される排
気入口部１７が設けられている。排気入口部１７の内部には空間が形成されており、その
排気上流側の開口は排気マニホールド１３の出口部１４の開口よりも広い。また、排気入
口部１７の排気上流側の端部の外周面には、複数の挿通孔１８が形成されたフランジ１９
が形成され、このフランジ１９を介してタービンハウジング１５がシリンダヘッド１０に
ボルトで締結されている。また、過給機は水冷式のものであり、タービンハウジング１５
には冷却水が流れる冷却水通路２０が形成されている。
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【００２５】
　また、図３に示すように、タービンハウジング１５には、タービンホイール２１が収容
されたタービン室２２が設けられている。タービンホイール２１には、複数のタービンブ
レード２３が設けられている。タービンホイール２１には、回転軸２４の一端が固定され
ており、同タービンホイール２１はタービンハウジング１５に対して相対回転可能に設け
られている。回転軸２４の他端には、吸気通路に設けられた過給機のコンプレッサホイー
ルが固定されている。
【００２６】
　図２及び図３に示すように、タービン室２２と排気入口部１７とは、スクロール通路２
５を通じて連通している。なお、タービン室２２の排気下流側には出口室２６が設けられ
ている。
【００２７】
　また、図２に示すように、排気入口部１７には、スクロール通路２５の入口であるスク
ロールポート２７と、排気入口部１７と出口室２６とを連通するバイパスポート２８とが
設けられている。
【００２８】
　ここで、排気入口部１７には、同排気入口部１７の内周面を覆う管状部材２９が収容さ
れている。管状部材２９は、排気下流側の部分が２つの分岐管に分岐した二股形状であり
、一方の分岐管に形成された分岐通路がスクロールポート２７に、他方の分岐管に形成さ
れた分岐通路がバイパスポート２８に接続されている。なお、スクロールポート２７に接
続される分岐通路が形成された分岐管をスクロールポート側分岐管３０、バイパスポート
２８に接続される分岐通路が形成された分岐管をバイパスポート側分岐管３１とする。ま
た、管状部材２９において各分岐管３０，３１よりも排気の流れ方向上流側に位置する部
分を上流管３２とする。上流管３２は、シリンダヘッド１０の壁面３３から略垂直に延び
ている。また、上流管３２とスクロールポート側分岐管３０とは直管状に接続されており
、スクロールポート側分岐管３０はシリンダヘッド１０の壁面３３に対して略垂直に延び
ている。一方、バイパスポート側分岐管３１は、上流管３２よりもバイパスポート２８側
に突出している。
【００２９】
　管状部材２９の上流管３２及びスクロールポート側分岐管３０によって、排気マニホー
ルド１３から流入した排気をスクロール通路２５に導く排気主通路３４が形成され、バイ
パスポート側分岐管３１及びバイパスポート２８によってタービン室２２を迂回するバイ
パス通路３５が形成されている。
【００３０】
　なお、排気主通路３４からバイパス通路３５が分岐する部分を分岐部３６とする。また
、管状部材２９の排気上流側の端部には、複数の挿通孔３７が設けられたフランジ３８が
形成されている。そして、この挿通孔３７に挿通されたボルトによって管状部材２９がシ
リンダヘッド１０に締結されている。なお、管状部材２９は、排気入口部１７の内周面か
ら全周に亘って離間した状態で締結されている。
【００３１】
　こうした過給機では、バイパスポート２８に、ウェイストゲートバルブ３９と同ウェイ
ストゲートバルブ３９が着座するシート部４０とが設けられている。シート部４０は、リ
ング状に成形され、バイパスポート２８の排気下流側の端部に取り付けられている。また
、ウェイストゲートバルブ３９は、その基端部に回転軸４１が固定されている。このため
、この回転軸４１をアクチュエータによって回転させることで、ウェイストゲートバルブ
３９が基端部を中心として回転する。なお、ウェイストゲートバルブ３９を図２における
反時計回りに回転させると、ウェイストゲートバルブ３９がシート部４０から離間して開
弁状態となり、バイパス通路３５が出口室２６と連通する。一方、開弁状態からウェイス
トゲートバルブ３９を図２における時計回りに回転させると、ウェイストゲートバルブ３
９がシート部４０に当接して閉弁状態となり、バイパス通路３５と出口室２６との連通が
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遮断される。
【００３２】
　このため、図４に示すように、ウェイストゲートバルブ３９が開弁してバイパス通路３
５が連通している場合には、シリンダヘッド１０から管状部材２９内に排出された排気の
一部は、バイパス通路３５を通じて出口室２６に排出される。すなわち、排気の一部がタ
ービン室２２を迂回して流れるようになる。
【００３３】
　一方、ウェイストゲートバルブ３９が閉弁してバイパス通路３５が遮断された場合には
、排気のほぼ全量が排気主通路３４を通じてスクロール通路２５に流れる。スクロール通
路２５に流れた排気は、タービン室２２へ流れ、同タービン室２２内に収容されたタービ
ンホイール２１を回転させる。これにより、コンプレッサホイールが回転し、吸気が過給
される。そして、タービン室２２から排出された排気は、タービン室２２の排気下流側に
接続された出口室２６を通じて排気管１６へ排出される。
【００３４】
　次に、こうした過給機の組み立て方法について説明する。
　まず、管状部材２９をシリンダヘッド１０の出口部１４にボルトによって締結する。そ
して、この管状部材２９を覆うようにタービンハウジング１５を被せることで管状部材２
９を排気入口部１７に挿入する。このように管状部材２９をタービンハウジング１５に挿
入することで、タービンハウジング１５内に排気主通路３４及びバイパス通路３５が形成
される。その後、タービンハウジング１５をボルトによってシリンダヘッド１０に締結す
る。
【００３５】
　ここで、管状部材２９は、上流管３２とスクロールポート側分岐管３０とがシリンダヘ
ッド１０の壁面３３に対して略垂直に延びるように直管状に形成されており、バイパスポ
ート側分岐管３１が上流管３２よりもバイパスポート２８側に突出している。このため、
管状部材２９が排気入口部１７に挿入された状態では、バイパスポート側分岐管３１の外
周面、上流管３２の外周面、及び排気入口部１７の内周面によって区画された中空部４２
が形成されている。すなわち、バイパスポート側分岐管３１の外周に中空部４２が形成さ
れている。なお、管状部材２９をシリンダヘッド１０に締結しているボルトのいくつかは
、その頭部がこの中空部４２に収容されている。
【００３６】
　また、排気入口部１７の内部に形成される空間は、排気の流れ方向（図２の上下方向）
に垂直な面における断面積Ｒが排気の流れ方向上流側ほど大きくなっている。
　次に、本実施形態の過給機の作用について説明する。
【００３７】
　本実施形態では、タービンハウジング１５に挿入された管状部材２９によって排気をス
クロール通路２５に導く排気主通路３４とタービン室２２を迂回するバイパス通路３５と
が構成される。このため、排気がタービンハウジング１５に直接接触することが抑制され
る。また、タービンハウジング１５の排気入口部１７に、同排気入口部１７の内周面から
全周が離間した状態で管状部材２９が設けられているため、管状部材２９とタービンハウ
ジング１５との間には断熱空間としての隙間が形成される。このため、排気主通路３４を
通じたタービンハウジング１５への放熱に加えて、バイパス通路３５を通じたタービンハ
ウジング１５への放熱が抑制される。
【００３８】
　なお、排気が排気主通路３４とバイパス通路３５とに分岐して流れるときには、排気の
流れ方向が変化するため、排気主通路３４とバイパス通路３５とが分岐する分岐部３６に
排気が接触しやすい。このため、この分岐部３６では排気からの入熱量が多くなりやすい
。この点、本実施形態では、タービンハウジング１５から離間して設けられた管状部材２
９に分岐部３６が形成されており、タービンハウジング１５への入熱が更に抑制される。
【００３９】
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　また、排気入口部１７の内部に形成される空間は、排気の流れ方向に垂直な面における
断面積Ｒが排気の流れ方向上流側ほど大きくなっている。このため、管状部材２９を排気
入口部１７に挿入する過程においてタービンハウジング１５と管状部材２９とがぶつかり
にくい。
【００４０】
　また、管状部材２９は、バイパスポート側分岐管３１が、上流管３２よりもバイパスポ
ート２８側に突出している。このため、こうした管状部材２９を排気入口部１７に挿入す
ることで、バイパスポート側分岐管３１の外周に、管状部材２９の外周面と排気入口部１
７の内周面とによって区画された中空部４２が形成される。また、こうして中空部４２が
形成されることにより、バイパスポート側分岐管３１の外周に他の部分よりも大きな断熱
空間が形成されるため、管状部材２９からタービンハウジング１５への熱の伝達が更に抑
制される。
【００４１】
　管状部材２９をシリンダヘッド１０に固定し、管状部材２９とタービンハウジング１５
とはその全周に亘って接触しないように設けられているため、管状部材２９からタービン
ハウジング１５への熱の伝達が抑制される。また、タービンハウジング１５に比べて平面
が多くその壁が肉厚であるシリンダヘッド１０に管状部材２９を固定するようにしたため
、管状部材２９の固定が容易になる。
【００４２】
　また、管状部材２９に挿通孔３７が設けられたフランジ３８を形成し、管状部材２９を
、中空部４２側から挿通孔３７に挿通されたボルトによってシリンダヘッド１０に締結す
るようにしているため、中空部４２にボルトの頭部が収容される。また、管状部材２９を
固定するための挿通孔３７が排気の通路を構成する管状部材２９の管壁から離れたフラン
ジ３８に配設されているため、排気からボルトに直接熱が伝達されることが抑制される。
【００４３】
　以上説明した第１の実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
　（１）排気がタービンハウジング１５に直接接触することが抑制されるとともに、管状
部材２９とタービンハウジング１５との間に隙間が形成されるため、タービンハウジング
１５により奪われる排気の熱量を減少させて排気の温度低下を抑制できる。
【００４４】
　（２）排気入口部１７の内部に形成される空間は、排気の流れ方向に垂直な面における
断面積Ｒが排気の流れ方向上流側ほど大きくなっているため、タービンハウジング１５に
管状部材２９を容易に挿入することができ、過給機の組み立てが容易になる。
【００４５】
　（３）管状部材２９は、バイパスポート側分岐管３１が、上流管３２よりもバイパスポ
ート２８側に突出しているため、タービンハウジング１５に管状部材２９を挿入すること
によって容易に中空部４２を形成することができる。また、管状部材２９によって構成さ
れるバイパス通路３５の外周に中空部４２を形成するようにしたため、バイパス通路３５
を通過する排気の温度低下を好適に抑制することができる。
【００４６】
　（４）管状部材２９をシリンダヘッド１０に固定し、管状部材２９とタービンハウジン
グ１５とを直接接触させないようにしているため、管状部材２９からタービンハウジング
１５への熱の伝達を抑制し、排気の温度低下を抑制することができる。
【００４７】
　（５）管状部材２９のフランジ３８に設けられた挿通孔３７に中空部４２側からボルト
を挿通し、このボルトによって管状部材２９をシリンダヘッド１０に締結するようにした
。これにより、中空部４２にボルトの頭部が収容されるため、タービンハウジング１５に
ボルトの頭部を収容する空間を別途設ける必要がなく、過給機の小型化を図ることができ
るようになる。また、排気の熱によるボルトの過熱も抑制でき、ボルトの熱膨張による緩
みを抑制することができる。
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【００４８】
　（第２の実施形態）
　次に、過給機の第２の実施形態について、図５及び図６を参照して説明する。なお、本
実施形態の過給機では、管状部材がシリンダヘッドと一体に形成されている点が第１の実
施形態と異なっており、その他の構成については共通の符号を付してその詳細な説明は省
略する。
【００４９】
　図５に示すように、タービンハウジング１５の排気入口部１７には、管状部材５０が設
けられている。管状部材５０は、シリンダヘッド１０と一体に形成され、同シリンダヘッ
ド１０の壁面５１から外側に突出している。なお、こうした管状部材５０では上流管３２
が、シリンダヘッド１０の壁面５１と各分岐管３０，３１とを接続している。管状部材５
０は、その内部の空間が、シリンダヘッド１０に形成された排気マニホールド１３と連通
している。このため、燃焼室１２から排出された排気は排気マニホールド１３、管状部材
５０を通じてタービンハウジング１５へ導出される。また、バイパス通路３５を構成する
管状部材５０のバイパスポート側分岐管３１の外周には、バイパスポート側分岐管３１の
外周面、上流管３２の外周面、及び排気入口部１７の内周面によって区画された中空部４
２が形成されている。
【００５０】
　次に、こうした過給機の組み立て方法について説明する。
　図６に示すように、管状部材５０は、シリンダヘッド１０の壁面５１から突出したかた
ちでシリンダヘッド１０に一体に形成されている。この管状部材５０を覆うようにタービ
ンハウジング１５を被せることで同管状部材５０を排気入口部１７に挿入する。そして、
予めシリンダヘッド１０に設けられた複数のボルト孔５２と、タービンハウジング１５の
フランジ１９に設けられた挿通孔１８とにボルトを挿通してタービンハウジング１５とシ
リンダヘッド１０とを締結する。
【００５１】
　次に、本実施形態の過給機の作用について説明する。
　シリンダヘッド１０と管状部材５０とが一体に形成されているため、管状部材５０を固
定するために管状部材５０とタービンハウジング１５とを接触させる必要がない。また、
管状部材５０をシリンダヘッド１０とは別の部材として製造する場合に比べて部品点数が
減少する。
【００５２】
　以上説明した第２の実施形態によれば、上記（１）～（３）と同様の効果に加え、以下
の効果が得られるようになる。
　（６）シリンダヘッド１０と管状部材５０とが一体に形成されているため、管状部材５
０とタービンハウジング１５とが接触しておらず、管状部材５０からタービンハウジング
１５への熱の伝達を抑制し、排気の温度低下を抑制することができる。また、過給機の組
み立て工程や製造工数を削減することができ、過給機の製造が容易になる。
【００５３】
　（その他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施することもできる。
　・上記第１の実施形態では、中空部４２側からフランジ３８の挿通孔３７にボルトを挿
通することでボルトの頭部が中空部４２に収容されるようにしていた。しかし、ボルトの
頭部を収容するための空間が別に確保できるのであれば、中空部４２内にボルトを配設し
なくてもよい。こうした構成によっても、上記（１）～（４）と同様の効果を得ることは
できる。
【００５４】
　・上記第１の実施形態では、管状部材２９をボルトによってシリンダヘッド１０に固定
するようにしていたが、溶接など他の方法を用いて固定するようにしてもよい。
　・上記第１の実施形態では、管状部材２９をシリンダヘッド１０に固定していたが、管
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状部材２９をタービンハウジング１５に固定するようにしてもよい。こうした構成によっ
ても、上記（１）～（３）と同様の効果を得ることはできる。
【００５５】
　・上記第１の実施形態では、中空部４２を形成するようにしたが、こうした構成を省略
してもよい。こうした構成によっても、上記（１）及び（２）と同様の効果を得ることは
できる。
【００５６】
　・上記第２の実施形態を図７に示すように変更してもよい。なお、この例では中空部４
２を省略するとともに、管状部材のバイパス通路３５の開口部がウェイストゲートバルブ
３９に当接するシート部として機能する点で上記第２の実施形態と異なっている。その他
の構成については共通の符号を付してその詳細な説明は省略する。
【００５７】
　図７に示すように、タービンハウジング１５の排気入口部１７には、管状部材６０が設
けられている。管状部材６０は、シリンダヘッド１０と一体に形成され、同シリンダヘッ
ド１０の壁面から外側に突出している。管状部材６０は、その外形が排気入口部１７の内
周面に沿った略円管状であり、その内部にはスクロールポート２７に接続された排気主通
路３４と、排気主通路３４から分岐してバイパスポート６１に接続されたバイパス通路３
５とが形成されている。排気入口部１７のバイパスポート６１には、ウェイストゲートバ
ルブ３９が設けられている。ウェイストゲートバルブ３９には、管状部材６０のバイパス
通路３５の開口部６２が当接している。すなわち、管状部材６０のバイパス通路３５の開
口部６２がシート部として機能している。なお、この構成では、バイパスポート６１に接
続されるバイパス通路３５を形成している管状部材６０の管壁６３が、排気入口部１７の
内周面から全周に亘って離間した状態になっている。こうした構成によっても、上記（１
）、（２）及び（６）と同様の効果を得ることはできる。
【００５８】
　・上記各実施形態のように、排気の温度低下を抑制する上では、管状部材２９，５０と
タービンハウジング１５とが全周に亘って接触しないようにして断熱効果を高めることが
好ましい。しかしながら、例えば、管状部材２９，５０の排気下流側の開口部をスクロー
ルポート２７やバイパスポート２８に当接させる等、管状部材２９，５０とハウジングと
が部分的に接触していてもよい。こうした構成であっても、管状部材２９，５０とタービ
ンハウジング１５とが全周に亘って接触している構成に比べて、排気の温度低下を抑制す
ることはできる。なお、上記構成のように、管状部材２９，５０の排気下流側の開口部を
スクロールポート２７やバイパスポート２８に当接させる構成を採用すれば、管状部材２
９，５０の排気下流側の開口部と、各ポート２７，２８との接続部分に隙間が生じにくく
なる。このため、管状部材２９，５０を設けたことによる排気の流動抵抗の増大を抑える
こともできるようになる。
【００５９】
　・上記各実施形態では、過給機の排気上流側に位置する上流側排気系部材として排気マ
ニホールド１３が一体に形成されたシリンダヘッド１０に管状部材２９，５０を固定する
ようにしたが、シリンダヘッド１０と排気マニホールド１３とが別体に形成されている場
合がある。こうした場合には、上流側排気系部材である排気マニホールド１３に管状部材
２９，５０を固定すればよい。なお、排気マニホールド１３やシリンダヘッド１０とは別
の部材を介してタービンハウジング１５を排気マニホールド１３等に固定する場合には、
上流側排気系部材であるこの別の部材に管状部材２９，５０を固定すればよい。こうした
構成によっても、上記（１）及び（２）と同様の効果を得ることはできる。
【００６０】
　・上記各実施形態では、排気入口部１７の内部に形成される空間を、排気の流れ方向に
垂直な面における断面積Ｒが排気の流れ方向上流側ほど大きくなるように形成したが、排
気入口部１７に管状部材２９，５０を挿入することが可能であれば、排気入口部１７の内
部に形成される空間の形状を適宜変更してもよい。こうした構成によっても、上記（１）
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と同様の効果を得ることはできる。
【００６１】
　・上記各実施形態において、上流管３２、スクロールポート側分岐管３０、及びバイパ
スポート側分岐管３１のそれぞれの軸線のなす角度は適宜変更することができる。また、
管状部材の上流管３２をフランジ３８やシリンダヘッド１０の壁面に対して傾斜させて設
けるようにしてもよい。
【００６２】
　・上記各実施形態では、タービンハウジング１５をボルトによってシリンダヘッド１０
に固定するようにしていたが、溶接など他の方法を用いて固定するようにしてもよい。
　・上記各実施形態では、過給機として水冷式の過給機を例に説明したが、水冷式の過給
機以外であっても上記各実施形態と同様の技術的思想を適用することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１０…シリンダヘッド、１１…シリンダブロック、１２…燃焼室、１３…排気マニホー
ルド、１４…出口部、１５…タービンハウジング、１６…排気管、１７…排気入口部、１
８…挿通孔、１９…フランジ、２０…冷却水通路、２１…タービンホイール、２２…ター
ビン室、２３…タービンブレード、２４…回転軸、２５…スクロール通路、２６…出口室
、２７…スクロールポート、２８…バイパスポート、２９…管状部材、３０…スクロール
ポート側分岐管、３１…バイパスポート側分岐管、３２…上流管、３３…壁面、３４…排
気主通路、３５…バイパス通路、３６…分岐部、３７…挿通孔、３８…フランジ、３９…
ウェイストゲートバルブ、４０…シート部、４１…回転軸、４２…中空部、５０…管状部
材、５１…壁面、５２…ボルト孔、６０…管状部材、６１…バイパスポート、６２…開口
部、６３…管壁。



(12) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図１】



(13) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図２】



(14) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図３】



(15) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図４】



(16) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図５】



(17) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図６】



(18) JP 2016-3573 A 2016.1.12

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

